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保健医療福祉統計に基づく要介護者割合を用いて，1995年の高齢者の平均自立期間が橋本・
宮下らにより算定（以下，旧法）されたが，それ以後は調査内容の変更に伴って，同一の定義
による要介護者割合を求められない。本研究では，いくつかの異なる定義による要介護者割合
を用いて，1995年から2001年の平均自立期間の推移を検討した。
資料は1995年・1998・2001の複数の統計から得た。要介護者の定義として，区分①（要介護

の在宅者，医療施設の要介護入院者，老人保健施設と老人福祉施設の在所者），区分②（日常
生活動作に影響ありの在宅者，医療施設の入院者，老人保健施設と老人福祉施設の在所者）な
どの７通りを用いた。区分①が旧法であり，区分②のみが1995年・1998・2001とも利用可能で
あった。７通りの要介護者割合を用いて旧法と同じ方法で，平均自立期間を都道府県別に算定
した。
1995年の65歳時の平均自立期間をみると，７通りの全国値は男で最長が区分①の15.1年，最

短が区分②の13.9年であり，女でも同様にそれぞれが18.4年と16.9年であった。区分①と区分
②による都道府県の値の相関係数は男で0.87，女で0.76であった。1995年から2001年において，
区分②による65歳時の平均自立期間は男女ともにいずれの都道府県も延長しており，その延び
は全国値で男が0.8年と女が0.6年であった。65歳時平均余命に占める平均自立期間の割合には
上昇傾向が認められなかった。
要介護の定義には問題があるものの，平均自立期間は1995年から2001年の間で延長している

ことが示唆された。今後，平均自立期間は介護保険の要介護度に基づいて算定することが考え
られる。

健康指標，健康寿命，平均自立期間，保健統計

Ⅰ

高齢社会が進展する中では，活力ある社会の
継続とその実現に向けた積極的な保健医療福祉
施策の推進が必要である。厚生労働省は第三次
国民健康づくり運動として「健康日本21」を平
成12年に提示し，その目標に健康寿命の延伸を
掲げており，現在，その方針を踏まえて全国各

地において多様な健康施策が展開されている。
健康寿命については，様々な健康状態を加味し
た新たな国民の健康状況を知る統計数値の１つ
として，ここ数年平均寿命に代わり用いられる
機会が増えており，その統計数値の持つ性格か
ら年次推移や地域間差を把握することは大変重
要であると考えられる1)。
これまでも健康寿命に関しては，国内外を問
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生活の場 要介護状態 略称

在宅

医療施設入院

老人保健施設在所
老人福祉施設在所

①６項目（洗面・歯磨き，
着替え，食事，排泄，入
浴，歩行）のいずれかが一
部要介助，または，それ以
上の要介助
②屋内での生活はおおむね
自立しているが，介助なし
には外出できない，また
は，それ以上の要介助
③日常生活動作（起床，衣
類着脱，食事，入浴等）に
何らかの影響あり
①入院，かつ，３項目（移
動，食事，排泄）のいずれ
かが一部要介助，または，
それ以上の要介助
②入院，かつ，５項目（移
乗，食事摂取，嚥下，排便
の後始末，排尿の後始末）
のいずれかが一部要介助，
または，それ以上の要介助
③入院
在所
在所

要介助在宅Ａ

要介助在宅Ｂ

影響在宅

要介護入院Ａ

要介護入院Ｂ

入院
保健施設在所
福祉施設在所

要介護
区分 在宅 医療施設入院 老人保健

施設在所
老人福祉
施設在所

算定の有無

1995年 1998 2001

ＡＡ 要介助在宅Ａ 要介護入院Ａ 保健施設在所 福祉施設在所 ○
ＡＢ 要介助在宅Ａ 要介護入院Ｂ 保健施設在所 福祉施設在所 ○
ＡＣ 要介助在宅Ａ 入院 保健施設在所 福祉施設在所 ○ ○
ＢＣ 要介助在宅Ｂ 入院 保健施設在所 福祉施設在所 ○
ＣＡ 影響在宅 要介護入院Ａ 保健施設在所 福祉施設在所 ○
ＣＢ 影響在宅 要介護入院Ｂ 保健施設在所 福祉施設在所 ○
ＣＣ 影響在宅 入院 保健施設在所 福祉施設在所 ○ ○ ○

注 ○：算定あり
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わず様々な手法による算出が試みられてい
る2)-6)。以前われわれが提案した保健医療福祉
統計に基づく要介護者割合を用いた高齢者の平
均自立期間についてもその１つと考えており，
1995年の全国値とその地域分布について報告し
た7)。
一方，平成12年４月より65歳以上の高齢者を

主な対象者とする介護保険制度がスタートした。
国においては，この介護保険制度をはじめとし
本格的な高齢社会に対応すべく様々な制度改正
を行っており，その影響によると考えられる変
化が保健医療統計にも少なからず認められる。
そのため，1995年以後の統計資料では，以前と

同一の定義による要介護者割合を求めることが
できない。
そこで，本研究ではいくつかの異なる定義に
よる要介護者割合を用いて高齢者の平均自立期
間を計算し，1995年から2001年の年次推移を検
討した。

Ⅱ

活用した資料は，国民生活基礎調査（1995年，
1998，2001），患者調査（1996年，1999，2002），
老人保健施設調査（1995年，1998），社会福祉
施設等調査（1995年，1998），介護サービス施
設・事業所調査（2001年），国勢調査（1995年，
2000），都道府県別生命表（1995年，2000）で
ある。ただし，上記に掲げた統計調査の実施年
次が一部異なるため，利用資料の年次を揃える
必要性があることから，患者調査については，
1996年，1999年，2002年の数値を，1995年，
1998年，2001年の値として代用し利用した。ま
た，国勢調査および都道府県別生命表について
も，1998年，2001年の資料が存在しないため，
1995年，2000年の数値を用い，内挿・外挿法に
より1998年，2001年の各値を推計し利用した。
これらの統計資料については，目的外使用許
可（平成16年３月12日統発第0312001号，16年
３月15日総統審第121号，16年12月28日統発第
1228002号，17年３月２日総統審第59号）の下
で使用した。

に「生活の場」別の要介
護状態の定義を示す。まず「生
活の場」を従来同様7)，在宅，
医療施設入院，老人保健施設在
所，老人福祉施設在所の４つに
区分した。在宅の場については，
国民生活基礎調査における健康
状況に関する質問およびその回
答肢の内容を要介護状態の定義
に用いた。ただし，各調査年次
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（単位 年）

要介護
区分

男 女

65歳 70 75 80 85 70 75 80 85

ＡＡ 1995年
ＡＢ 1998
ＡＣ 1995

1998
ＢＣ 2001
ＣＡ 1995
ＣＢ 1998
ＣＣ 1995

1998
2001

65歳
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の質問および回答肢が一致してい
ないため，単一規定ではなく３通
りの規定による要介助在宅Ａ，同
Ｂ， 影響在宅の３区分とし
た。
次に，医療施設入院についても，

患者調査に基づく入院患者の健康
状況に関する質問およびその回答
肢の内容を要介護状態定義に用い
た。ただし，患者調査については
調査対象の範囲が1996年および
1999年と，2002年で一部異なるこ
と，健康状況に関する質問および回答肢も年次
間で整合性が保たれていないこと，の２点によ
り，年次および回答状況の違いにより要介護入
院Ａ，同Ｂ，入院の３区分と定義した。
老人保健施設在所，老人福祉施設在所につい

ては，いずれも施設在所者全員を要介護状態と
定義した。
これら「生活の場」別の定義に基づき，要介

護状態にある者（以下，要介護者）割合を算定
するに当たっては， に示したように在宅お
よび医療施設入院の「生活の場」における定義
の異なるデータの組み合わせが存在することと
なり，老人保健施設在所，老人福祉施設在所と
併せてデータ入手の制約から７通りの要介護区
分を定めた。このうち，要介護区分ＡＡ（区分
①と同等）については，先行研究7)で用いた要
介護の定義である。また要介護区分ＣＣ（区分
②と同等）については，７通りの区分の中で唯
一３年次とも算定が可能であった区分である。

平均自立期間の算定については，要介護者割
合を使用してサリバン法を用いて行った。
まず，全国，都道府県おのおのについて，男

女別，年齢別に に示した７通りの要介護区
分ごとの要介護者割合を求めた。具体的には，
資料が入手できた1995年，1998年，2001年の各
年で４つの「生活の場」別の性・年齢別の要介
護者人数を合計し，その値を該当人口で除し要
介護者割合とした。ただし，1995年国民生活基

礎調査の都道府県別データのうち，兵庫県の要
介護者の年齢別データが得られないため，1998
年の同調査項目の結果を参考に全国値に対する
兵庫県比を男女別，年齢別に求め，1995年の全
国値にその比を乗じて同年の兵庫県データを推
定した。なお，1995年，1998年の老人保健施設
調査，社会福祉施設等調査および2001年の介護
サービス施設・事業所調査データから男女別の
値が得られないため，入所者票による年齢別男
女比を用いて男女別，年齢別の入所者数を推定
した。年齢は，対象とした65歳以上を65～69歳，
70～74歳，75～79，80～84，85歳以上の５つに
区分した。
次に，全国，都道府県おのおのにおいて男女
別，年齢別に求めた要介護者割合を利用し，そ
れを生命表の定常人口に乗じ特殊生命表を作成
することによって平均自立期間を算定した。な
お，平均余命から平均自立期間を差し引いた残
りの期間を，平均要介護期間とした。

まず，全国，都道府県ごとに，年次別，男女
別，年齢別および要介護区分別の平均自立期間
を算定した。次に，都道府県別の65歳時の平均
自立期間について，男女別，年齢別に，７通り
の要介護区分間の相関を検討した。さらに，調
査年すべてで算定が可能であった要介護区分
ＣＣにおける平均自立期間の年次推移および地
域間差を検討した。
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要介護
区分

ＡＡ
(1995年)

ＡＢ
(1998)

ＡＣ ＢＣ
(2001)

ＣＡ
(1995)

ＣＢ
(1998)

ＣＣ

1995 1998 1995 1998 2001

ＡＡ 1995年
ＡＢ 1998
ＡＣ 1995

1998
ＢＣ 2001
ＣＡ 1995
ＣＢ 1998
ＣＣ 1995

1998
2001

注 右上が男の相関係数，左下が女の相関係数，すべての相関係数で有意確率＜0.01
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Ⅲ

に，全国の要介
護区分別，男女別，年
齢別の平均自立期間を
示す。
年次により算定でき

た要介護区分が異なる
が，1995年においては，
男女とも要介護区分
ＡＡが各年齢を通し最大値を示し，ＡＡ→ＡＣ
→ＣＡ→ＣＣ区分の順で短くなる傾向であった。
最大値を示したＡＡ区分と最小値であるＣＣ区
分の差は，65歳では男1.2年，女1.5年，85歳で
は男0.4年，女0.5年であった。1998年において
は，男女ともＡＢ→ＡＣ→ＣＢ→ＣＣ区分の順
で小さくなり，最大・最小差は，65歳では男
1.4年，女1.9年，85歳では男0.5年，女0.6年で
あった。2001年については，男女とも，各年齢
いずれもＣＣ区分がＢＣ区分より平均自立期間
が短い結果であった。
次に， に，都道府県別，要介護区分別の
65歳時の平均自立期間の相関関係を示す。
要介護区分間の相関係数は男がいずれも0.6

以上，女が0.5以上を示した。同一年次で平均
自立期間の算定ができた区分間（ 参照）の
相関については，男女ともいずれの組み合わせ
も0.7以上の相関係数を示した。年次別では，
平均自立期間の差が最も大きかった1995年の
ＡＡとＣＣ区分間の相関係数は男性0.87，女
性0.76，1998年のＡＢとＣＣ区分間は男0.80，女
0.83，2001年のＢＣとＣＣ区分間は男0.76，女
0.70であった。また，全体として異なる年次間
の相関係数は，同じ年次のものより小さい傾向
が認められた。

に，全国65歳の平均余命と平均自立期間
の年次推移を示す。男女とも，平均自立期間と

平均要介護期間は1995年から2001年にかけ延長
しており，その伸びは男が0.8年と0.2年，女が
0.6年と0.9年であった。また，平均余命に対す
る平均自立期間の占める割合は，男は1995年83
％，1998年82％，2001年83％と変動幅が小さい
が，女では1995年80％，1998年77％，2001年77
％と変動幅が大きかった。
次に，３年次いずれも算定可能であった要介
護区分ＣＣにおける都道府県別の65歳平均自立
期間の年次推移を に示す。男女ともに，い
ずれの都道府県も65歳時の平均自立期間が1995
年から2001年で延びていた。また，全体的なバ
ラツキについては男の方が女に比べ小さく，そ
れを平均自立期間の範囲の推移でみると，男で
は1995年が2.6年，2001年が2.0年と小さくなっ
ており，女は1995年と2001年が2.1年と変化が
みられていない。
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Ⅳ

本研究では，平均自立期間の年次推移につい
て国の保健統計に基づき検討をした。平均自立
期間の算定方法については，過去に公表した算
定方法と同様に行ったが，本方法については，
サリバン法自体の問題点8)や使用した資料の質
についての問題点9)が含まれている。
資料と方法で述べたとおり，７種類の要介護

区分ごとに平均自立期間の算定を行った。各調
査資料の質問および回答肢の内容と，一般に考
えられている「要介護状態にある」という状況
に対する常識的な判断を考え合わせ，ＡＡ区分
を標準的な区分とするのが妥当あろうと考える。
唯一３年次分の算定が可能であったＣＣ区分に
ついては，在宅の場においては，自己申告によ
る判断を基に規定したものなので客観性に乏し
いという点，および医療施設入院においては，
入院すべてを要介護状態にあるとし，要介護状
態に至っていない者を「要介護状態」に含めて
いると考えられることから，結果として要介護
者の割合を過大評価していると思われる。

で示した通り，平均自立期間は要介護区
分によって絶対値にかなり違いがある。しかし，

で示したように要介護区分ごとの平均自立
期間の相関係数は比較的高いことから，要介護
区分それぞれの相対的関係はそれほど違わない
と考えられ，３年次分の平均自立期間が算定可

能であったＣＣ区分において年次推移を検討し
た。
年次推移では，男女とも平均自立期間，平均
要介護期間とも延長しており，平均自立期間/
平均余命比については特に一定の傾向はみられ
てない。今後の詳細なる検討が必要である。

で示した都道府県分布では，男女ともか
なりの地域間の較差が有ることがわかる。年次
推移については，男女ともいずれの都道府県も
65歳時の平均自立期間が1995年から2001年で延
びていた。その延びは全国の男で0.8年，女0.6
年であった。また，結果で示したとおり，1995
年から2001年にかけて男では地域間較差が狭ま
る傾向が認められたが，女ではこのような傾向
は見られていない。今後，より詳細な要因分析
を実施することが重要であろう10)-12)。
介護保険制度が普及し定着した現在において
は，関連する統計調査から安定したデータが得
られるので，要介護認定者数に基づいて平均自
立期間が算定できるものと考えられ13)14),今後
の検討課題である。
本研究は，平成16年度厚生労働科学研究費補
助金（統計情報高度利用総合研究事業）による
「レコードリンケージを用いた保健医療福祉統
計の有効活用に関する研究」（主任研究者：橋
本修二）の一部として実施した。

１）辻一郎．健康寿命の地域保健への適用．保健婦雑
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